
連絡ボタン

大きさ：縦22㎝×横20㎝

利用方法は未決定。

この端末には、流れる放送を最
大8件10 分間録音できる機能
がある。録音があるときは、こ
のボタンが点滅している。この
ボタンを押すことで端末に録
音されている放送を聞くこと
ができる。

緊急放送はつま
みで無音にして
いても最大音量
で放送が流れる。

ここから音声の
放送が流れる。

全部で４つチャンネルがある
が、通常は無音で放送があると
きだけ放送が聞けるチャンネ
ルが２つ、24 時間ラジオ放送
が流れるチャンネルが2つ設
定されている。

これを押すと放送
を録音できる。

録音ボタン

再生ボタン

点字表示

チャンネル切替つまみ

音量調整
つまみ

大型スピーカー

住民告知端末

住
民
告
知
端
末
を

設
置
・
活
用
し
よ
う

住
民
告
知
端
末
を
設
置
す
る
と

こ
ん
な
こ
と
が
で
き
ま
す

①
市
か
ら
の
情
報
を
直
接
音
声
で
お
届
け
し

ま
す
。（
緊
急
情
報
・
臨
時
放
送
・
定
時
放
送
）

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
住
宅
な
ど
に
設
置
す
る

住
民
告
知
端
末
に
、
市
か
ら
災
害
や
そ
の
ほ

か
の
緊
急
情
報
や
、
行
政
情
報
、
生
活
情
報

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

②
自
治
振
興
区
や
自
治
会
か
ら
も
地
域
の
皆

さ
ん
に
直
接
情
報
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
ペ
ー
ジ
ン
グ
放
送
）

　

住
民
告
知
端
末
へ
接
続
さ
れ
た
電
話
機
を

使
っ
て
、
自
治
振
興
区
や
自
治
会
の
代
表
の

方
か
ら
、
直
接
自
治
振
興
区
の
住
民
の
皆
さ

ん
や
自
治
会
会
員
へ
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。（
承
認
申
請
が
必
要
で
す
。）

③
住
民
告
知
端
末
を
設
置
し
て
い
る
世
帯
同

士
で
は
、
電
話
の
通
話
料
が
無
料
に
な
り
ま

す
。

　

電
話
番
号
の
前
に
特
番
を
つ
け
て
ダ
イ
ヤ

ル
す
る
と
、
住
民
告
知
端
末
を
設
置
し
て
い

る
世
帯
同
士
で
あ
れ
ば
、
電
話
の
通
話
料
が

住
民
告
知
端
末
を
使
っ
た

新
し
い
取
り
組
み

　

住
民
告
知
端
末
を
設
置
し
て
い
る
地
域

で
、
②
の
ペ
ー
ジ
ン
グ
放
送
を
利
用
し
て
新

し
い
取
り
組
み
を
し
た
地

域
が
あ
り
ま
す
。

　

６
月
19
日
に
庄
原
市
東

自
治
振
興
区
七
塚
東
自
治

会
中
原
班
で
、
ペ
ー
ジ
ン

グ
放
送
を
使
っ
た
防
災
訓

練
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

中
原
班
で
は
、
本
年
か
ら

自
主
防
災
組
織
を
立
ち
上

げ
、
自
発
的
な
防
災
活
動

を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

訓
練
は
、
七
塚
東
自
治

会
の
中
原
班
の
地
域
に
住

む
希
望
者
約
45
人
が
参
加

し
ま
し
た
。
時
間
雨
量
90

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
集
中
豪

雨
に
よ
り
た
め
池
の
土
手

が
決
壊
し
、
土
石
流
が
民

家
を
直
撃
す
る
危
険
性
が

高
く
な
っ
て
い
る
状
態
な

ど
を
想
定
し
て
行
わ
れ
ま

し
た
。こ
の
想
定
の
も
と
、

初
期
段
階
で
の
通
報
・
伝

達
訓
練
、
避
難
訓
練
、
給

食
（
炊
き
出
し
）
の
訓
練

を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
訓
練
の
中
で
、
以

前
は
電
話
で
言
い
継
ぎ
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
自

住
民
告
知
端
末
を
防
災
訓
練
に

取
り
入
れ
た
訳

七
塚
東
自
治
会
長
（
中
原
班
防
災
班
長
）

岡
田
幹
也
さ
ん
（
庄
原
市
七
塚
町
）
の
話

　

以
前
、
市
か
ら
避
難
準
備
情
報
が
出
さ
れ

た
と
き
に
電
話
で
言
い
継
ぎ
を
し
ま
し
た

が
、
正
し
い
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た

経
験
が
あ
り
、
今
回
の
訓
練
で
は
、
自
主
防

災
組
織
か
ら
の
避
難
指
示
の
情
報
を
、
住
民

告
知
端
末
の
ペ
ー
ジ
ン
グ
放
送
を
利
用
し
て

周
知
し
ま
し
た
。

　

最
近
は
、
こ
れ
ま
で
安
全
地
帯
と
い
わ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
で
も
大
災
害
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
い
つ
ど
こ
で
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い

の
が
災
害
だ
と
思
い
ま
す
。
正
し
い
情
報
が

伝
わ
ら
ず
、
地
域
住
民
の
命
に
か
か
わ
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
早
く
正
し
い

情
報
が
伝
わ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。

行政管理課広報統計係
☎ 0824-73-1159

　

　
住
民
告
知
端
末
は
、
市
の
進
め
て
い
る

超
高
速
情
報
通
信
網
整
備
事
業
（
光
回
線
化
）

の
一
環
で
各
世
帯
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
光

回
線
化
は
平
成
30
年
度
ま
で
、
市
内
各
地
域

で
計
画
的
に
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

無
料
に
な
り
ま
す
。

～
特
番
の
例
～

【
東
城
地
域
】

　

８
０
０
‐
（
２
～
９
）
‐
×
×
×
×

【
東
城
地
域
以
外
】

　

８
０
‐
（
70
～
89
）
‐
×
×
×
×

④
ラ
ジ
オ
放
送
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一
・
中
国
放
送
）

　

ラ
ジ
オ
が
聴
け
な
い
（
電
波
が
受
信
で
き

な
い
）
地
域
の
皆
さ
ん
も
、
雑
音
な
く
聴
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
各
地
域
で
の
光
回
線
の
供
用
開
始
か
ら
１

年
以
内
に
住
民
告
知
端
末
の
設
置
を
申
請
す

る
と
、初
期
費
用
２
万
２
８
０
０
円
（
税
別
）

が
無
料
に
な
り
ま
す
。（
た
だ
し
、
１
通
信

回
線
に
１
台
ま
で
で
、
設
置
に
特
殊
な
工
事

を
必
要
と
す
る
場
合
な
ど
は
別
途
工
事
費
の

個
人
負
担
が
必
要
で
す
。）

※
住
民
告
知
放
送
を
利
用
す
る
に
は
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
西
日
本
が
提
供
す
る
フ
レ
ッ
ツ
光
サ
ー
ビ

ス
へ
の
加
入
が
必
要
で
す
。

※
電
話
回
線
基
本
料
金
や
フ
レ
ッ
ツ
光
基
本

料
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
料
金

な
ど
の
負
担
が
必
要
で
す
。

主
防
災
組
織
に
よ
る
地
域
住
民
へ
の
避
難
指

示
の
情
報
を
、
住
民
告
知
端
末
の
ペ
ー
ジ
ン

グ
放
送
を
利
用
し
て
一
度
に
同
じ
情
報
を
周

知
し
ま
し
た
。

雨天の中、訓練には地域の子どもから大人まで参加した。

　
住
民
告
知
端
末
の
使

い
方
の
例
を
紹
介
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
住

民
告
知
端
末
を
う
ま
く

活
用
す
る
地
域
も
あ
り

ま
す
。

　
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
住
民

告
知
端
末
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
！

平成27年度整備エリア サービス
開始日

市の初期費用
負担期限

庄原電話交換局管内のうち
　西本町・中本町・東本町（二丁目のうち西城川沿いの一部
を除く）・本町・川手町・宮内町のうち美湯ハイツ・一木町・
板橋町（高丸山から南の地域を除く）・新庄町（竹の迫池
から東の地域を除く）・是松町（中国道から東の地域および
赤川電話交換局管内を除く）・三日市町・戸郷町・上原町・七
塚町・掛田町・川北町（市場のうち川北川から南の地域、富
田地域のみ）・門田町（西城川から南の地域のみ）

平成27年
10月21日

平成28年
10月20日

東城電話交換局管内のうち
　東城・川西（陰地下の一部・市営川西住宅・比奈上・比奈
下の一部・宮平・下川西奥の一部を除く）・川東・福代・戸宇・
新福代

平成27年
11月21日

平成28年
11月20日

山内電話交換局管内のうち
　上原町・七塚町・田原町・市町・本郷町・殿垣内町・山内町・
木戸町

平成27年
12月21日

平成28年
12月20日

お
早
め
に
申
請
を
！

初
期
費
用
が
無
料
に
な
る
の
は
サ
ー
ビ
ス

開
始
日
か
ら
1
年
経
過
す
る
ま
で
で
す
！

　

住
民
の
方
や
市
内
に
あ
る
事
業
所
な
ど
へ

住
民
告
知
端
末
を
設
置
す
る
場
合
の
初
期
費

用
２
万
２
８
０
０
円
は
、
市
が
負
担
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。（
特
殊
な
工
事
が
必
要
な

場
合
な
ど
の
追
加
工
事
費
は
申
請
者
の
負
担

と
な
り
ま
す
。）

　

た
だ
し
、
市
が
負
担
す
る
期
限
は
、
そ
の
エ

リ
ア
で
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
1
年

を
経
過
す
る
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
も
の
と
し

て
い
ま
す
。
お
忘
れ
な
く
お
早
め
に
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。
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